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１ 道路事業 

社会資本整備総合交付金における道路事業においては、民間投資・需要を喚起する道路整備により、ストック効果を高め、

活力ある地域の形成を支援するとの考えの下、広域的な道路計画や災害リスク等を勘案し、以下の事業に特化して策定される

整備計画に対して重点配分を行うこととする。 

【社会資本整備総合交付金】 

① ストック効果を高めるアクセス道路の整備 

・｢道路の整備に関するプログラム｣に事業内容が明記されている事業のうち、駅の整備や工業

団地の造成など民間投資と供用時期を連携し、人流・物流の効率化や成長基盤の強化に資す

るアクセス道路整備事業 
（注）道路の整備に関するプログラムとは、「｢道路の整備に関するプログラム｣の策定について(平成30年7月30日事務

連絡)」に基づき策定したものとする。 

（注）道路施設に関する長寿命化修繕計画（個別施設計画（橋梁））が未公表の地方公共団体を除く。 

 

 

 

 

 

社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金における配分の考え方 

 整備計画の目標例 

 駅、工業団地から周辺の幹線道路までの所要時間の短縮 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 ・道路による都市間速達性の確保率 

   R5年度 57％ → R12年度 60％ 
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② 歩行者の利便増進や地域の賑わい創出に資する道路事業 

 ・歩行者利便増進道路に指定された道路（見込みを含む）における歩行者の利便増進や地域

の賑わい創出に資する道路事業であって、立地適正化計画に位置付けられた区域内におい

て実施される事業。 

（注）見込みとは、歩行者利便増進道路の指定に向けた公的な協議体・検討会等が設置されたものをさす。 

（注）立地適正化計画に位置付けられた区域とは、居住誘導区域および都市機能誘導区域をさす。 

（注）都市構造上の理由等（①市街化区域内の人口密度が40人/ha以上あり、当該人口密度が統計上今後も概ね維持さ

れる、②都市計画区域に対する市街化区域の割合が20％以下等）により立地適正化計画を作成していない場合

は、市町村マスタープランと整合が図られた事業を対象とする。 

 

＜特に重点配分を行う事業＞ 

 まちなかウォーカブル推進事業と連携して行う事業 
（注）滞在快適性等向上区域の中に歩行者利便増進道路に指定された道路（見込みを含む）を有する事業 

 

 

 

 

 

 

 

③ 道の駅の機能強化 

 ・防災「道の駅」、『「道の駅」応援パッケージ』で選定された「道の駅」の機能強化に係

るもの 

 ・子育て応援等の道の駅の機能強化に係るもの 
  （注）24時間利用可能なベビーコーナーの設置、妊婦向け屋根付優先駐車スペースの確保、衛生環境の改善等に係る

もの。 

 整備計画の目標例 

当該道路周辺における滞留人口の増加 

民間事業者等による道路占用数の増加 

沿道店舗の売り上げの増加 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 － 
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 ・防災設備等の道の駅の機能強化に係るもの 
  （注）耐震化、無停電化、通信設備、貯水施設、防災倉庫、防災トイレ、駐車場拡張に係るもの。 

        ※地域防災計画に防災上の位置付けを有する「道の駅」でBCP策定済みの駅を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

④ 公共交通の走行環境整備 

・交通やまちづくりに関する計画に位置付けられた公共交通の走行環境整備（自動運転を含

む） 
（注）事業実施主体が公表する交通やまちづくりに関する計画に対象路線及び取組内容が位置付けられている事業に限

る。 

 

⑤ 道路脱炭素化推進計画に基づく事業 

 ・道路脱炭素化推進計画に基づく事業であって、道路脱炭素化推進計画や｢道路の整備に関す

るプログラム｣に事業内容が明記されている事業のうち、以下のいずれかに該当する事業 
（注）道路の整備に関するプログラムとは、「｢道路の整備に関するプログラム｣の策定について(平成30年7月30日事務

連絡)」に基づき策定したものとする。 

 

ⅰ）低炭素アスファルトを活用する事業 
  （注）低炭素アスファルトとは、グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和７年１月）」

に記載の特定調達品目「中温化アスファルト混合物」を指す。 
ⅱ）道路照明のLED化を行う事業 

  

 整備計画の目標例 

 当該「道の駅」の年間利用者数の増加 

災害時の受け入れ可能人数の増加 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 － 
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 防災・安全交付金における道路事業においては、国民の命と暮らしを守るインフラ再構築、生活空間の安全確保を図ると 

の考えの下、以下の事業にそれぞれ特化して策定される整備計画に対して重点配分を行うこととする。 

【防災・安全交付金】 

① 国土強靱化地域計画に基づく事業 

 ・国土強靱化地域計画に基づく事業であって、国土強靱化地域計画等や｢道路の整備に関する

プログラム｣に事業内容が明記されている事業のうち、以下のいずれかに該当する事業 
（注）国土強靱化地域計画等とは、国土強靱化地域計画に基づくアクションプラン等も含む。 

   道路の整備に関するプログラムとは、「｢道路の整備に関するプログラム｣の策定について(平成30年7月30日事務

連絡)」に基づき策定したものとする。 

（注）道路施設に関する長寿命化修繕計画（個別施設計画（橋梁））が未公表の地方公共団体を除く。 

 

 ⅰ）重要物流道路の脆弱区間の代替路や災害時拠点（備蓄基地・総合病院等）への補完路

として、国土交通大臣が指定した道路の整備事業 

 

 ⅱ）災害時にも地域の輸送等を支える道路の整備や防災・減災に資する対策のうち、早期

の効果発現が見込める事業 
 

 

 

 

  

 整備計画の目標例 

 道路法面盛土等の要対策箇所の対策完了率の向上 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 ・緊急輸送道路の法面・盛土における対策必要箇所の整備率 

  R5年度 67％ → R12年度 76％ 
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② 子供の移動経路等の生活空間における交通安全対策 

ⅰ）通学路交通安全プログラムに基づく交通安全対策 
（注）「通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について（平成25年12月6日事務連絡）」に基づ

く基本的方針（通学路交通安全プログラム）に位置づけられた事業。 

 

＜特に重点配分を行う事業＞ 

 ビッグデータを活用した生活道路対策 

 

ⅱ）未就学児が日常的に集団で移動する経路における交通安全対策 
（注）「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策（令和元年6月18日関係閣僚会議決定）」に基づき行われた緊急

安全点検結果を踏まえた交通安全対策事業。 

 

ⅲ）鉄道との結節点における自由通路等の歩行空間のユニバーサルデザイン化 
（注）鉄軌道駅における自由通路や駅前広場の整備及び乗継のための歩行空間のユニバーサルデザイン化を図るもの

で、以下のいずれかを要件とする 

①バリアフリー法に基づく移動等円滑化促進方針又は基本構想に位置づけられた地区 

②国土交通大臣が指定する特定道路 

ⅳ）自転車ネットワーク計画に基づく自転車通行空間整備 

 

＜特に重点配分を行う事業＞ 

 自転車道、自転車専用通行帯の整備 

 ナショナルサイクルルートにおける自転車通行空間整備 
  

 整備計画の目標例 

 ・通学路の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した 

割合の向上 

 ・交通事故件数の減少 

 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 ・通学路における歩道等の整備率 

R6年度 53％ → R12年度 55％ 
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③ 地域インフラ群再生戦略マネジメントに基づく事業 

 ・「地域インフラ群再生戦略マネジメント」の実施方針（公表されたものに限る）に基づき  

広域連携事業又は多分野連携事業にて行う老朽化対策（舗装・附属物等） 
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２ 港湾事業 

 社会資本整備総合交付金における港湾事業においては、インフラ整備を通じた国際競争力強化や地域経済・産業の活力向上

を図るという考えの下、以下の事業に特化して策定される整備計画に対して重点配分を行うこととする。 

【社会資本整備総合交付金】 

① 港湾管理者と国が連携して海上物流の効率化等を図るために一体的に行う港湾施設の整備 

 

 

 

 

 

② 既存ターミナルを活用しつつ、クルーズ船の受け入れを図るために実施する防舷材、係船柱

等の改良、緑地の整備 

 

 

 

  

 整備計画の目標例 

 港湾における取扱貨物量の増加 

港湾における海上貨物輸送コストの削減 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 海上貨物輸送コスト低減効果（対R5年度総輸送コスト） 

  （国際）R5年度 0% → R12年度 5% 

  （国内）R5年度 0% → R12年度 2% 

 

 整備計画の目標例 

 クルーズ船で入国する外国人の旅客数の増加 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 － 
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③ 「みなとオアシス」の拠点機能の強化を図る港湾施設の整備 

（１）地域住民の交流や観光振興を通じた地域活性化等の拠点の機能強化に係るもの 

（２）「みなとオアシス」の防災機能強化に係るもの 
 

 

 

 

④ 港湾における地方ブロックの経済活性化を図る港湾施設の整備 

（１）農林水産物の輸出促進に関係主体が連携して戦略的に取組む港湾における農林水産物

の輸出競争力の強化を図るために実施する港湾施設の整備[輸出につながる水揚港整

備も含む] 

 

 

 

 

 

（２）内航フェリー等輸送網の構築や地域の基幹産業の競争力強化にあたり、民間投資と連

動した進捗が求められる港湾施設の整備 

 

 

 

  

 整備計画の目標例 

 「みなとオアシス」に訪れる外国人の旅客数の増加 

 県内における離島航路数の維持 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

－ 

 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

  海上貨物輸送コスト低減効果（対R5年度総輸送コスト） 

  （国際）R5年度 0% → R12年度 5% 

  （国内）R5年度 0% → R12年度 2% 

 

 

 整備計画の目標例 

港湾における農林水産物の輸出取扱貨物量の増加 

港湾における農林水産物の海上貨物輸送コストの削減 

 

 整備計画の目標例 

 港湾における取扱貨物量の増加 

 港湾における海上貨物輸送コストの削減 

 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 海上貨物輸送コスト低減効果（対R5年度総輸送コスト） 

  （国内）R5年度 0% → R12年度 2% 
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 防災・安全交付金における港湾事業においては、国民の命と暮らしを守るインフラ再構築の考えの下、以下の事業に特化し

て策定される整備計画に対して重点配分を行うこととする。 

【防災・安全交付金】 

① 南海トラフ地震、首都直下地震等の大規模地震対策として実施する耐震強化岸壁の整備（当

該岸壁と一体となって機能する航路・泊地、防波堤、臨港道路及び防災緑地の整備を含む。）

並びに津波対策として実施する津波防波堤及び津波避難施設の整備 
（注１）国土強靱化地域計画に基づく事業であることを要件とする。 

 

 

 

 

 

 

② 過去に災害を受け、計画的な再度災害防止対策として実施する港湾施設の整備 
（注１）国土強靱化地域計画に基づく事業であることを要件とする。 

 

 

 

 整備計画の目標例 

 大規 模地 震時 に使 用可能 な緊 急物 資輸 送等の 海上 交通  

ネットワークが構築された港湾数の増加 

 

ハード・ソフト一体となった津波対策による港湾機能の 

維持が確保された港湾数の増加 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 全国の港湾（932港）のうち、大規模地震時に確保すべき港内の海上交

通ネットワーク（港湾計画等に基づく耐震強化岸壁に加え、前面の水域

施設、外郭施設、背後の荷さばき地や臨港交通施設等を含めた陸上輸送

から海上輸送を担う一連の構成施設：464ネットワーク）の整備完了率 

    R5年度 35% → R12年度 43% 

全国の港湾（932港）のうち、津波対策（港湾計画等に基づく第一線防

波堤の整備・粘り強い構造への改良、津波避難施設の整備）を緊急的

に行う必要のある港湾（46港）の整備完了率 

    R5年度 35% → R12年度 59% 

 

 

 整備計画の目標例 

 港内静穏度の向上 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 － 
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③ 国土強靱化に向けた港湾機能強化として実施する港湾施設の整備 
（注１）国土強靱化地域計画に基づく事業であることを要件とする。 

（１）フェリー等の国内定期航路における物資・旅客輸送強化を図るために実施する港湾 

施設の整備 

 

 

 
 

（２）耐震強化岸壁から緊急物資の確実な輸送強化を図るために実施する港湾施設の整備 

 

 

 

 

（３）高潮・高波対策として施設の被害軽減を図り海上交通ネットワークを維持するために

実施する港湾施設の整備 

 

 

 

 整備計画の目標例 

 港湾における取扱貨物量の増加 

港湾における海上貨物輸送コストの削減 

 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 海上貨物輸送コスト低減効果（対R5年度総輸送コスト） 

  （国内）R5年度 0% → R12年度 2% 

 

 

 

 整備計画の目標例 

 大規 模地 震時 に使 用可能 な緊 急物 資輸 送等の 海上 交通 

ネットワークが構築された港湾数の増加 

 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 全国の港湾（932港）のうち、大規模地震時に確保すべき港内の海上交

通ネットワーク（港湾計画等に基づく耐震強化岸壁に加え、前面の水域

施設、外郭施設、背後の荷さばき地や臨港交通施設等を含めた陸上輸送

から海上輸送を担う一連の構成施設：464ネットワーク）の整備完了率 

    R5年度 35% → R12年度 43% 

 

 

 整備計画の目標例 

 高潮・高波の発生後も緊急物資輸送等の海上交通ネット 

ワークが維持される港湾数の増加 

 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 全国の港湾（932港）のうち、高潮・高波対策（港湾計画等に基づく外

郭施設等の防水・止水機能の強化、耐波性能の強化に資する改良等）を

実施する必要がある施設延長（170km）の整備完了率 

    R5年度 42% → R12年度 48% 
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３ 河川事業（８ その他総合的な治水事業を含む） 

防災・安全交付金における河川事業においては、頻発する水害に対する事前防災・減災対策や、大規模地震に備えた地震・

津波対策及び、河川管理施設等の戦略的維持管理・更新をハード・ソフトの両面から強力に推進するとの考えの下、以下の事

業に特化して策定される整備計画に対して重点配分を行うこととする。 

【防災・安全交付金】 

① 長寿命化計画等に基づき、計画的に維持管理を実施している河川において、近年の浸水被害
に対応するための集中的な河川改修 
（注）「河川及び河川管理施設の長寿命化計画策定の手引き」（H30.3）に定められた堤防及び河道について「堤防及び

河道の長寿命化計画記載内容イメージ」の記載事項（以下の①～④）が記載されていることを要件とする。 

   ①維持管理方針及び点検計画（方法）、②長寿命化対策方針及び各河川単位の計画図・一覧表、③維持管理の年間

計画、④各河川単位の維持管理・更新等に係るコスト 

 
② 「浸水対策重点地域緊急事業」に位置付けられ実施する事業 
 
③ 大規模地震により甚大な被害が発生することが想定される地域においてハード・ソフト対

策を一体的に実施する河川堤防等の地震・津波対策 
 
④ 水管理・国土保全局長通知による実施要綱に基づく「100mm/h安心プラン」に位置付けられ、

下水道部局などと連携して実施する事業（令和５年度までに採択された事業に限る） 
 

⑤ 水管理・国土保全局長通知による実施要綱に基づく「内水被害等軽減対策計画」に位置付け
られた事業 
 

⑥ 特定都市河川浸水被害対策法に基づく「流域水害対策計画」に位置付けられた事業 
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（注）①～⑥については国土強靱化地域計画等に位置づけられた事業※1であることを要件とする。 

※1 国土強靱化地域計画に河川事業の実施に関する記載があり、かつ、河川整備計画に位置付けられている事業（た

だし、事業実施にあたって個別計画を作成する②及び④については、令和４年度末までに国土強靱化地域計画を策

定する見込みを確認できればよいこととする）。なお、⑤、⑥計画に位置づけられた準用河川に関する事業について

は、この限りではない。 

 

（注）なお②、⑤については上記事業のなかでも特に重点配分を行うこととする。 

（注）⑥については、特定都市河川浸水被害対策推進事業にて実施可能な事業を除く。 

（注）①～⑥については流域治水プロジェクトが策定・公表された水系で実施される事業であることを要件とする。 

 

  
 整備計画の目標例 

・近年、床上浸水被害を受けた家屋の将来の浸水被害戸数の

減少 

・南海トラフ巨大地震・首都直下地震等の大規模地震が想定

されている地域等における津波（高潮）による背後地の浸

水面積の低減 

・家屋浸水リスクの解消 

・津波（高潮）による背後地の浸水面積の低減 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

・気候変動を踏まえた洪水に対応（必要な流下能力を確保）した都道府
県管理河川（約53万m2・km）の整備完了率 

   令和6年度 約21％ → 令和12年度 約28％ 
 
・南海トラフ地震等の大規模地震が想定されている地域等における 
①河川堤防等（約830km）の地震・津波対策の対策完了率及び②水門・樋

門等（約330か所）の地震・津波対策の対策完了率 
   （河川堤防等）令和5年度 約83％ → 令和12年度 約87％ 
  （水門・樋門等）令和5年度 約77％ → 令和12年度 約90％ 
 
 
・洪水浸水想定区域が指定されている市区町村（全国1,543市区町村（令

和５年度末時点））のうち、最大クラスの洪水に対応したハザードマ
ップを作成・公表し、避難訓練等を実施した市区町村の割合 

  令和8年度 0％ → 令和12年度 100％ 
 
・土砂・流木の影響を受けると想定される河川（約50河川（令和７年度

末時点想定））のうち、河川からの氾濫に係るハザードに土砂・流木
の影響を見込んだハザード情報が示されている河川の割合 

  令和8年度 0％ → 令和12年度 40％ 
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４ 砂防事業 ５ 地すべり対策事業 ６ 急傾斜地崩壊対策事業 
８ その他総合的な治水事業 

防災・安全交付金における砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業およびその他総合的な治水事業において

は、頻発する土砂災害から国民の命を守るため、事前防災・減災対策や砂防設備等の戦略的維持管理・更新をハード・ソフト

の両面から強力に推進するとの考えの下、以下の事業に特化して策定される整備計画に対して重点配分を行うこととする。 

【防災・安全交付金】 

 

① 重要なライフライン施設や重要交通網及び市町村役場・支所が保全対象に含まれる箇所に

おける土砂災害対策事業 
 
② 土砂災害と洪水氾濫の発生リスクが重複している地域において実施する、河川事業と連携

した土砂災害対策事業 
 

（注）①については国土強靱化地域計画等に位置づけられた事業※であることを要件とする 

※ 国土強靱化地域計画に砂防事業の実施に関する記載があり、かつ、全体計画などの個別計画等に位置付けら

れている事業。 

①について「重要なライフライン施設」は特定土砂災害対策推進事業費補助「事業間連携砂防等事業」にて対策可

能な上下水道施設を除く。 

 
 

 

 

  

 整備計画の目標例 

・まちづくり等と一体となった砂防関係施設の整備

により被害軽減を図る箇所数 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 ・まちづくり等と一体となった砂防関係施設（約36,000か所）の整備完
了率 

   R5年度 約31％ → R12年度 約41％ 
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７ 水道・下水道事業（１４ 都市水環境整備事業を含む） 

 防災・安全交付金における水道事業においては、持続的に安全・安心な水を供給するとの考えの下、水道の公共的役割・性

格を勘案し、地域の特性等に配慮しつつ、以下の事業に特化して策定される整備計画に対して重点配分を行うこととする。 

【防災・安全交付金】（水道事業） 

① 「上下水道耐震化計画」に基づく地震対策 
 

② 水道基盤強化計画に基づく水道事業運営基盤強化等推進事業 
 

③ コンセッション事業、上下水道一体のウォーターPPP事業または他の地方公共団体と一体と

なって行うウォーターPPP事業に含まれる水道施設の整備 

（注）①については国土強靱化地域計画に位置づけられた事業※であることを要件とする 

※ 国土強靱化地域計画に水道事業の実施に関する記載がある事業。 
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 整備計画の目標例 

・水道における急所施設の耐震率の向上 

・重要施設に接続する水道・下水道の管路等の両方が耐

震化されている重要施設の増加 

 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 ・水道の急所施設である導水管・送水管（約62,000km）の耐震化完了率 

 43％【R５】→ 59％【R12】 

・水道の急所施設である浄水施設（全国の浄水施設能力：約7,100万㎥

/日）の耐震化完了率 

  43％【R５】→ 76％【R12】 

・水道の急所施設である配水池（全国の配水池有効能力：約4,000万

㎥）の耐震化完了率 

  67％【R５】→ 84％【R12】 

・給水区域内かつ下水道処理区域内における重要施設（約35,000か

所）のうち、接続する水道・下水道の管路等の両方が耐震化されて

いる重要施設の割合 

  ９％【R５】→ 30％【R12】 
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 社会資本整備総合交付金における下水道事業においては、持続可能な経済社会の実現に資するとの考えの下、下水道の公共

的役割・性格を勘案し、地域の特性等に配慮しつつ、以下の事業に特化して策定される整備計画に対して重点配分を行うこと

とする。 

【社会資本整備総合交付金】（下水道事業） 

① アクションプランに基づく下水道未普及対策事業（汚水処理施設整備が概成していない団

体に限る） 

 

② ＰＰＰ／ＰＦＩ、下水汚泥のエネルギー・肥料利用、広域化・共同化の取組を推進するため

追加的に必要となる下水道事業 

 

③  コンセッション事業、上下水道一体のウォーターPPP事業または他の地方公共団体と一体と

なって行うウォーターPPP事業に含まれる下水道施設の設置・改築 

 

④ 複数自治体による一体的事業運営（一定規模以上に限る）に関わる地方公共団体が行う下水

道施設の設置・改築 
 

 

（注）公営企業会計を適用した地方公共団体においては、以下のいずれにも該当しないことを要件とする。 

①経費回収率の向上に向けたロードマップに定めた業績目標を達成できない場合。 

②令和7年度以降、供用開始後30年以上経過しているにも関わらず、使用料単価が150円/m3未満であり、かつ経費

回収率が80％未満であり、かつ15年以上使用料改定を行っていない場合。  
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 整備計画の目標例 

 ・下水汚泥肥料利用率の向上 

 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 ・下水汚泥肥料利用率 

R5年度 15％ → R12年度 30％ 
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 防災・安全交付金における下水道事業においては、国民の命と暮らしを守るインフラを再構築するとの考えの下、下水道の

公共的役割・性格を勘案し、地域の特性等に配慮しつつ、以下の事業に特化して策定される整備計画に対して重点配分を行う

こととする。 

【防災・安全交付金】（下水道事業） 

① 各地方公共団体が定める下水道事業計画に基づく雨水対策事業 

（雨水出水浸水想定区域の指定対象団体は、令和８年度以降は、最大クラスの内水に対応し

た浸水想定区域図を作成済みである場合に限る） 

 

② 国民の安全・安心の確保に向けた以下の取組を推進するために必要となる下水道事業 
・ 「上下水道耐震化計画」に基づく地震対策 

・ 下水道総合地震対策事業（国土強靱化地域計画に基づき実施するもの又はマンホールトイレ整備を含むものであって、

令和６年度までに策定された下水道総合地震対策計画に基づく事業に限る。） 

・ 下水道施設の耐水化・非常用電源確保（津波対策を含む） 
 

③  温室効果ガス削減効果の高い脱炭素化事業 
・ 従来より２０％以上の消費電力量もしくは温室効果ガス排出量を削減できる機能向上改築 

・  「カーボンニュートラル地域モデル処理場計画」に位置付けられた事業 

 

④ コンセッション事業、上下水道一体のウォーターPPP事業または他の地方公共団体と一体と

なって行うウォーターPPP事業に含まれる下水道施設の設置・改築 

 

⑤ 複数自治体による一体的事業運営（一定規模以上に限る）に関わる地方公共団体が行う下水

道施設の設置・改築 
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（注）①、②については国土強靱化地域計画に位置づけられた事業※であることを要件とする。 

※ 国土強靱化地域計画に下水道事業の実施に関する記載がある事業 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 整備計画の目標例 

 ・下水道による浸水対策完了率の向上 

 ・急所施設である下水道施設の耐震化完了率の向上 

・重要施設に接続する水道・下水道の管路等の両方が耐震化 

されている重要施設の増加 

 ・下水道による都市浸水対策達成率の向上 

 ・巨大地震時における主要な管渠の機能確保率の向上 

・下水道からの温室効果ガス排出量の削減 

 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

・浸水実績地区等における下水道による浸水対策完了率 

R5年度 70％ → R12年度 82％ 

 ・下水道の急所施設である下水道管路(約9,100km)の 

耐震化完了率 

R5年度 70％ → R12年度 80％ 

・下水道の急所施設である下水処理場(約1,600か所)の 

耐震化完了率 

R5年度 49％ → R12年度 63％ 

・下水道の急所施設であるポンプ場(約900か所)の 

耐震化完了率 

R5年度 52％ → R12年度 69％ 

  ・給水区域内かつ下水道処理区域内における重要施設のうち、 

接続する水道・下水道の管路等の両方が耐震化されている 

重要施設の割合 

R5年度 9％ → R12年度 30％ 

・下水道事業における温室効果ガス排出減量 

R4年度 80万t-CO2 → R12年度 208万t-CO2 
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９ 海岸事業 

防災・安全交付金における海岸事業においては、大規模地震・津波に対する事前防災・減災対策をハード・ソフトの両面か

ら強力に推進するとの考えの下、ソフト対策が充実していること等を勘案し、以下の事業に特化して策定される整備計画に対

して重点配分を行うこととする。 

【防災・安全交付金】 

① 南海トラフ地震、首都直下地震又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に対して、背後地に

重要交通網または人口が集中する地域において地震・津波対策に資する海岸堤防等の整備 
 

（注）堤防、胸壁、護岸の耐震対策を行う事業については、耐震調査により耐震対策の必要性の有無が確認済であること、

また、整備計画等に耐震調査結果や背後地の状況等を踏まえた事業の優先順位が記載されていることを要件とする。 

 

（注）数十年から百数十年に１回程度発生する津波（レベル１津波）高より低い堤防等を整備する事業については、避難

対策や浸水を考慮したまちづくりに関して法定計画等に示されていることを要件とする。 

 

（注）国土強靱化地域計画に基づく事業※1であることを要件とする。 

※1 国土強靱化地域計画に海岸事業の実施に関する記載がある事業 
 

＜特に重点配分を行う事業＞ 

 上記のうち、津波災害特別警戒区域の指定※2地域において実施する海岸堤防等の整備 
   ※2 津波防災地域づくりに関する法律に基づく指定 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 整備計画の目標例 

・南海トラフ地震又はその他の大規模地震が想定されている
地域等における津波による背後地の浸水面積の低減 

 
・南海トラフ地震又はその他の大規模地震が想定されている

地域等における津波発生時に安全を確保できる水門・樋門等
の現場操作員の増加 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 
・気候変動を踏まえた高潮・津波に対応（必要な堤防高を確保）した海 

岸堤防等（延長約2,700km）の整備完了率 
   R5年度 51％ →R12年度 58％ 
 
   
 ・南海トラフ地震等の大規模地震が想定されている地域等における海 

岸堤防等（延長約3,500km）の耐震対策の完了率 
   R5年度 65％ →R12年度 69％ 
 
   
 ・大規模地震が想定されている地域等における水門・陸閘等（約14,000 

施設）の安全な閉鎖体制の確保率 
   R5年度 85％ →R12年度 91％ 
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② 砂浜を海岸保全施設に指定済みである又は指定を予定している海岸において実施する海岸

堤防等の整備 
 

（注）砂浜を海岸保全施設に指定予定の場合は、指定予定であることが社会資本総合整備計画に示されていることを要件と

する。 

 

（注）養浜を実施する場合は、総合的な土砂管理や事業間連携による養浜材の確保を計画的に行うため、関係機関と連携し、

河川、ダム、港湾、漁港等から発生する土砂を有効活用することが社会資本総合整備計画に示されていることを要件

とする。 

 

＜特に重点配分を行う事業＞ 

 上記のうち、以下の内容を全て記載した計画に基づき実施する海岸堤防等の整備 
・侵食による影響が顕在化している、又は、気候変動による消失リスクの高い砂浜であることが 

分かる内容 

・環境・利用面を含めた砂浜の関係者が参画する協議会を設置・活動し、関係者の役割分担を設定 

して活動している海岸であることが分かる内容 

・防護・利用・環境の観点からの砂浜の保全再生目標※3を設定していることが分かる内容 

   ※3 委員会や協議会等にて、防護に必要な砂浜幅に海岸利用や環境の観点から必要な砂浜幅を加え、調査・検討を 

踏まえ、合意形成が図られ保全再生目標を設定し公表されているもの 

 

 

 

 

 

  

 整備計画の目標例 

・南海トラフ地震又はその他の大規模地震が想定されている 

 地域等における津波ハザードマップの対象地域の全域作成 

 

・南海トラフ地震又はその他の大規模地震が想定されている 

 地域等における津波災害警戒区域の指定数増加 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

  

 

 ・津波災害警戒区域が指定されている市区町村（全国436市区町村（令 

和５年度末時点））のうち、最大クラスの津波に対応したハザードマ 

ップを作成・公表し、避難訓練等を実施した市区町村の割合 
   R5年度 0％ →R12年度 100％ 
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１０ 都市再生整備計画事業 

社会資本整備総合交付金における都市再生整備計画事業においては、「コンパクト＋ネットワーク」の推進、PPP/PFI等に

よる民間投資の喚起・誘発、地域活性化の考えの下、以下の事業に特化して策定される整備計画に対して重点配分を行うこと

とする。 

【社会資本整備総合交付金】 

（都市再生整備計画事業） 

① 都市再生緊急整備地域の地域整備方針に適合する事業等国として特に推進すべき施策に関

連する事業※１ 
※１ 都市再生整備計画事業のうち、都市再生緊急整備地域の地域整備方針に適合する事業、認定歴史的風致維持向上計画に位置付

けられた事業、低炭素まちづくり計画に位置付けられた事業、スマートシティ先行モデルプロジェクトに関連する事業又は、ス

ーパーシティ型国家戦略特区の対象区域で実施される事業をいう。 

 
② 一定のサービス水準を有する公共交通がカバーするエリア※２において実施される交通結

節点の改善促進などに資する事業※３ 
※２ 鉄道・地下鉄駅（ピーク時間運行本数が片道で１時間当たり３本以上あるものに限る。）から半径１ｋｍの範囲内又はバス・

軌道の停留所・停車場（ピーク時間運行本数が片道で１時間当たり３本以上あるものに限る。）から半径５００ｍの範囲内の区

域をいう。 

※３ 交通結節点の改善、連立事業、新交通・ＬＲＴ・ＢＲＴの導入、自転車・バスレーンの設置、パークアンドライド機能の導入

及び歩行空間のユニバーサルデザイン化（バリアフリー法に基づく移動等円滑化促進方針又は基本構想に基づくもの）に関連す

る事業をいう。 

  

 

  

 整備計画の目標例 

 公共交通の利便性の高いエリアの居住人口比率の増加・維持 

  

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 公共交通の利便性の高いエリアに居住している人口割合 

（三大都市圏）  R6年度 92.0％ → R12年度 92.9％ 

（地方中枢都市圏）  R6年度 78.4％ → R12年度 78.4％ 

（地方都市圏）  R6年度 37.9％ → R12年度 37.9％ 
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③ 広域的な立地適正化の方針と市町村管理構想・地域管理構想※４をともに作成し、整合が図

られている事業 
※４ 国土の管理構想（国土政策局、令和３年６月）に基づく市町村管理構想・地域管理構想をいう。 

 

④ 産業促進区域※５において実施される事業（市街化区域等外において実施する場合は、住宅

地開発を抑制し、郊外へのスプロール化を防止する先進的取組を実施している市町村に限る） 
※５ 都市再生整備計画の区域内における都市の再生に必要な事業を定める告示（平成31年国土交通省告示第452号）二に掲げる産

業促進区域をいう。 

 

（まちなかウォーカブル推進事業） 

⑤ 既存の公共ストックを活用し、滞在環境の向上に資する施設の整備であり、かつ、エリアマ

ネジメント団体等との連携（予定を含む）により滞在快適性の向上を図る事業 
 

⑥ 都市・地域総合交通戦略に位置付けられた事業 
 

⑦ 歩行者利便増進道路に指定された道路（見込みを含む）を有する滞在快適性等向上区域にお

いて実施する事業 
 

⑧ 認定歴史的風致維持向上計画における重点区域において実施する事業 
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防災・安全交付金における都市再生整備計画事業においては、災害発生が予想されるような地域にて防災拠点の形成を図

るとの考えの下、以下の事業に特化して策定される整備計画に対して重点配分を行うこととする。 

【防災・安全交付金】 

① 国土強靱化地域計画に明記された事業に基づき実施される事業又は、事前復興まちづくり

計画に基づき実施される事業 

 

② 大規模災害からの復興に関する法律に基づく特定大規模災害等を受けて実施される事業 

 （特定大規模災害等に指定された日の属する年度の翌年度から起算して５年以内に国に提出

される社会資本総合整備計画に基づく事業に限る） 
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１１ 広域活性化事業 

社会資本整備総合交付金における広域活性化事業においては、広域にわたる人の往来、物資の流通を通じて、地域の活性化

を図ること及び、各離島相互間や離島と本土間などの広域的な連携により基盤整備等を総合的に推進することを通じ、離島の

自立的発展を促進し、島民の生活の安定を図るとの考えの下、以下の事業に特化して策定される整備計画に対して重点配分を

行うこととする。 

【社会資本整備総合交付金】 

（広域連携事業） 

① 広域的地域活性化法第２条第１項第１号ハに掲げる活動であって、特定居住促進計画と一

体となって、二地域居住等の促進に資する事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 半島振興対策実施地域において、自立的発展・活性化等に向けた取組の推進に資する事業 

 

 

 

  

 整備計画の目標例 

 拠点施設における当該一の都道府県外からの利用者数の増

加 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

・民間投資を誘発し、経済成長を支える社会資本の効果を一層高める

観点から、民間事業者等との連携を強化し、官民の関係者から成る

協議会等を通じ、民間事業者等の利用者のニーズを把握するなどの

取組を強化する 

 

 整備計画の目標例 

 半島地域における観光入込客数の増加 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

・離島・半島・豪雪地域等の条件不利地域における地域特性に即した

自立的発展・活性化等に向け、我が国の存立基盤である領土や国土

を保全し、国民の安全・安心を確保して日々の生活・活動を支える

ために、計画期間にかかわらず、今後とも効果的な取組を弛まず着

実に進めていく 
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③ 広域地方計画に位置づけられた広域連携プロジェクトを推進するために広域地方計画協議

会の検討を経て作成された広域的地域活性化基盤整備計画に記載された事業 

  ＜特に重点配分を行う事業＞ 

国土形成計画の重点テーマである「デジタルとリアルが融合した地域生活圏の形成」「持続可能な産業への
構造転換」「グリーン国土の創造」「人口減少下の国土利用・管理」に資する事業 

 

 

 

 

（離島広域活性化事業） 

④ 既存ストックを有効活用して離島の広域活性化を図る事業 

 

 

 

 

 

 整備計画の目標例 

 拠点施設における当該一の都道府県外からの観光入込客数

の増加 

 当該一の都道府県の区域を越える物資の流動量の増加 

 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

・民間投資を誘発し、経済成長を支える社会資本の効果を一層高める

観点から、民間事業者等との連携を強化し、官民の関係者から成る

協議会等を通じ、民間事業者等の利用者のニーズを把握するなどの

取組を強化する 

 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

・離島・半島・豪雪地域等の条件不利地域における地域特性に即した

自立的発展・活性化等に向け、我が国の存立基盤である領土や国土

を保全し、国民の安全・安心を確保して日々の生活・活動を支える

ために、計画期間にかかわらず、今後とも効果的な取組を弛まず着

実に進めていく 

 

 整備計画の目標例 

 当該離島における移住者数の増加 

 当該一の離島を越える物資の流動量の維持・増加 
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⑤ 離島における二地域居住を促進するため、特定居住促進計画に基づいて実施する定住促進

住宅整備事業または定住誘引施設整備事業 

 

 

 

 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

・離島・半島・豪雪地域等の条件不利地域における地域特性に即した

自立的発展・活性化等に向け、我が国の存立基盤である領土や国土

を保全し、国民の安全・安心を確保して日々の生活・活動を支える

ために、計画期間にかかわらず、今後とも効果的な取組を弛まず着

実に進めていく 

 

 整備計画の目標例 

 当該離島における二地域居住者数の増加 

特定居住拠点施設の利用者数の増加 

 当該離島における移住者数の増加 
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１２ 都市公園・緑地等事業 

社会資本整備総合交付金における都市公園・緑地等事業においては、豊かで利便性の高い地域社会の実現や民間投資の誘発

を図るという考えの下、以下の事業に特化して策定される整備計画に対して重点配分を行うこととする。ただし、令和12年度

以降、緑の広域計画を策定していない都道府県、又は緑の基本計画を策定していない市区町村が交付対象である要素事業は、

重点配分を行わないこととする。 

【社会資本整備総合交付金】 

① 国家的関連事業※の開催に向けた都市公園の整備等に関する事業 
※ 国家的関連事業とは、国際的なイベントで国として開催することを決定したもの（オリンピック、国際博覧会、ワールドカップ

サッカー等）、及び国として定期的に開催することを決定しているイベント（国民体育大会、全国都市緑化フェア等）の会場とな

る都市公園等、我が国固有の優れた歴史的・自然的・文化的資源、又は景観法に基づく景観重要建造物等を活用する観光振興の拠

点となる都市公園等の整備をいう。 

＜特に重点配分を行う事業＞ 

  PFI事業による国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の会場となる運動施設の整備 

 

② ＰＦＩ事業による都市公園の整備等に関する事業 
 
③ 将来の維持管理費の抑制に資する都市公園ストックの集約・再編に関する事業 
 

 

 

  

 整備計画の目標例 

 公園利用者数の増加 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 都市域における水と緑の公的空間確保量 

 R5年度末 14.2㎡／人 → R12年度末 15.2㎡／人 
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④ こども計画や緑の基本計画等に基づき、こどもや子育て当事者の目線に立ち、こどもの遊び

場の確保や、親同士・地域住民の交流機会の創出を推進するために実施する都市公園の整備等

に関する事業 

 

⑤ 地域の貴重な資源である歴史文化や自然環境を未来に亘り保全、活用していくために実施

する緑地の保全等に関する事業（地方公共団体が都市緑化支援機構から土地を取得する場合、

都市緑化支援機構が買い入れた年から５年間に限る。）又は、緑の基本計画や生物多様性地域

戦略等に基づき、生物の生息・生育空間の創出等を通じて都市の生物多様性の確保を推進する

ために実施する都市公園の整備等に関する事業（ただし、令和８年度以降は生物多様性増進活

動促進法に基づき認定を受けた計画における活動区域に位置づけられた都市公園に限る。） 

 
 

 

 

 

 

⑥ 緑の基本計画等に基づき、グリーンインフラにより都市の課題解決に関する複数の目標達

成のために実施する都市公園の整備、公共公益施設の緑化、民間建築物の緑化等のうち、都市

の成長力強化や地域活性化に資する事業 
 

⑦ スマートシティ先行モデルプロジェクトに関連する事業 
 

⑧ 都市計画税を活用する都市計画施設の改修事業が位置付けられた立地適正化計画の区域で

実施される事業  

 整備計画の目標例 

 歴史的風土特別保存地区、特別緑地保全地区で買入れが必要

な面積のうち、買入れを行った面積の割合の増加 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 都市域における水と緑の公的空間確保量 

 R5年度末 14.2㎡／人 → R12年度末 15.2㎡／人 
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防災・安全交付金における都市公園・緑地等事業においては、大規模地震・津波や風水害等に対する事前防災・減災対策や

インフラ長寿命化計画を踏まえた老朽化対策の推進を図るという考えの下、以下の事業に特化して策定される整備計画に対

して重点配分を行うこととする。ただし、令和12年度以降、緑の広域計画を策定していない都道府県、又は緑の基本計画を策

定していない市区町村が交付対象である要素事業は、重点配分を行わないこととする。 

【防災・安全交付金】 

① 地域防災計画等に位置付けられた都市公園（広域的な防災拠点又は避難地となる都市公園、

もしくは国土強靱化地域計画に明記された事業、防災指針が定められた（確実に定められるこ

とが見込まれる場合を含む）立地適正化計画又は事前復興まちづくり計画に基づき整備され

る都市公園に限る。）の整備等に関する事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

② 公園施設の長寿命化計画の策定並びに長寿命化計画に基づく都市公園の再整備※及び公園

施設の更新のうち、以下に掲げる公園施設に係るもの 

・健全度調査により健全度Ｄに判定された公園施設 

・耐用年数の９割を超過した公園施設 
※ 既に供用されている都市公園にある複数の公園施設（遊具等）を、施設の老朽化や利用者ニーズの変化等を踏まえ

て、再度、面的に整備するものをいう。 

 

 整備計画の目標例 

 広域避難地となる防災公園の整備により、災害時に避難可能

となる人数の増加 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 防災拠点や避難地等の確保を図るために整備が必要な防災公園（全国

268か所）の対策（避難場所となる運動施設、支援部隊の活動拠点とな

る広場、災害応急対策に必要な備蓄倉庫・発電施設等の整備）完了率 

 R5年度 48％ → R12年度 100％ 
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（注）「インフラ長寿命化基本計画」に定められた長寿命化計画（個別施設計画）の記載事項（以下の①～⑥）が記載さ

れていることを要件とする。 

①対象施設、②計画期間、③対策の優先順位の考え方、④個別施設の状態等、⑤対策内容と実施時期、⑥対策費用 

 

  

 

 

 

 

 

 

③ バリアフリー法に基づく移動等円滑化促進方針又は基本構想に基づく公園施設のユニバー

サルデザイン化又は、車椅子など利用支援となる機器の貸し出し又は案内や誘導、介助等の人

的な利用支援が行われる公園におけるユニバーサルデザイン化に関連する事業 
 
④ 緑の基本計画等に基づき、グリーンインフラにより都市の課題解決に関する複数の目標達

成のために実施する都市公園の整備、公共公益施設の緑化、民間建築物の緑化等のうち、地域

の防災・減災、安全に資する事業（暑熱対策を含む。） 
 

⑤ 都市計画税を活用する都市計画施設の改修事業が位置付けられた立地適正化計画の区域で

実施される事業 
  

 整備計画の目標例 

 公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設（遊

具等）の割合の増加 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 インフラ長寿命化計画を策定済みの都市公園（約75,000公園（令和５年

度時点））のうち、緊急度の高い老朽化した公園施設の改修等の対策を

完了した都市公園の割合 

 R5年度末 51％ → R12年度末 100％ 
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１３ 市街地整備事業 

社会資本整備総合交付金における市街地整備事業においては、「コンパクト＋ネットワーク」の推進、民間投資の喚起・誘

発など、以下の事業に特化して策定される整備計画に対して重点配分を行うこととする。 

【社会資本整備総合交付金】 

（都市再生区画整理事業、市街地再開発事業等、都市再生総合整備事業） 

① 立地適正化計画を作成、又は確実に作成が見込まれる地域において実施され、かつ立地適正

化計画に適合する事業 
 
（都市再生区画整理事業、都市再生総合整備事業） 

② 一定のサービス水準を有する公共交通がカバーするエリア※１において実施される交通結節

点の改善促進などに資する事業※２、及び大街区化などにより民間投資の誘導に資する事業※３、

並びに地域公共交通計画に資する公共交通の利便性強化に関する事業※２
  

 

（市街地再開発事業等） 

③ 一定のサービス水準を有する公共交通がカバーするエリア※１において実施され、かつ建築

工事に着工している等※４、事業効果の発現が早期に期待できる事業 
 

上記②及び③における注釈については以下のとおり。 

 

※１ 鉄道・地下鉄駅（ピーク時間運行本数が片道で１時間当たり３本以上あるものに限る。）から半径１ｋｍの範囲内

又はバス・軌道の停留所・停車場（ピーク時間運行本数が片道で１時間当たり３本以上あるものに限る。）から半径

５００ｍの範囲内の区域をいう。 
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※２ 交通結節点の改善、連立事業、新交通・ＬＲＴ・ＢＲＴの導入、自転車・バスレーンの設置パークアンドライド機

能の導入及び歩行空間のユニバーサルデザイン化（バリアフリー法に基づく移動等円滑化促進方針又は基本構想に基づくもの）

に関連する事業をいう。 

※３ 大街区化、建築物整備との一体的施行、立体換地手法の活用、公有財産の有効活用による土地区画整理事業をいう。 

※４ 当該年度に建築工事に着工することが確実と見込まれること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（都市・地域交通戦略推進事業） 

④ 立地適正化計画を作成、又は確実に作成が見込まれる地域において実施され、かつ同計画に

位置付けられた公共交通ネットワークの再構築を行う公共交通に係る事業 
 

⑤ 都市計画税を活用する都市計画施設の改修事業が位置付けられた立地適正化計画の区域で

実施される事業 
 

⑥ 滞在快適性等向上区域を定め、当該区域への自家用車の乗り入れ抑制につながる取組を合

わせて実施する事業 
 
 
 

 整備計画の目標例 

公共交通の利便性の高いエリアの居住人口比率の 

増加・維持 

居住誘導区域内における人口比率の改善 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

立地適正化計画を策定した市町村数 

            R6年度 636都市 → R12年度 1000都市 

公共交通の利便性の高いエリアに居住している人口割合 

  （三大都市圏 ：R6年度 92.0% → R12年度 92.9%） 

  （地方中枢都市圏 ：R6年度 78.4% → R12年度 78.4%） 

  （地方都市圏 ：R6年度 37.9% → R12年度 37.9%） 
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⑦ 複数事業者による複数の鉄道路線(軌道を含む)が乗り入れる拠点駅における交通結節点整

備に係る事業 

 

 

 

 

 

 

⑧ スマートシティ先行モデルプロジェクトに関連する事業 
 
⑨ 歩行空間のユニバーサルデザイン化に関連する事業（バリアフリー法に基づく移動等円滑

化促進方針又は基本構想に基づくもの） 
 
⑩ 立地適正化計画（又は都市・地域総合交通戦略）及び地域公共交通計画において、都市の骨

格となる公共交通軸を位置付け、その機能強化（公共交通分担率やサービスレベルの向上等）

を目的として実施する事業 

  

 整備計画の目標例 

 公共交通の利便性の高いエリアに居住する人口割合の

増加・維持 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 公共交通の利便性の高いエリアに居住している人口割合 

  （三大都市圏 ：R6年度 92.0% → R12年度 92.0%） 

  （地方中枢都市圏 ：R6年度 78.4% → R12年度 78.4%） 

  （地方都市圏 ：R6年度 37.9% → R12年度 37.9%） 
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防災・安全交付金における市街地整備事業においては、大規模地震等に備えた市街地の防災性向上の考えの下、以下の事業

に特化して策定される整備計画に対して重点配分を行うこととする。 

【防災・安全交付金】 

（都市防災総合推進事業、宅地耐震化推進事業、都市再生区画整理事業、市街地再開発事業等、

都市・地域交通戦略推進事業） 

① 国土強靱化地域計画に明記された事業、防災指針が定められた（確実に定められることが見

込まれる場合を含む）立地適正化計画に基づき実施される事業又は、事前復興まちづくり計画

に基づき実施される事業 
 

② 都市計画税を活用する都市計画施設の改修事業が位置付けられた立地適正化計画の区域で

実施される事業 
 

（都市防災総合推進事業） 

③ 首都直下地震、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の大規模地震に備え

た密集市街地の改善整備や津波からの避難のための施設（南海トラフ地震対策特別措置法又

は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策特別措置法による緊急事業計画、津波防災地域づく

りに関する法律による推進計画及び都市再生特別措置法による都市再生安全確保計画に基づ

く避難施設及び避難経路）の整備 
 

④ 地域防災計画で避難所となる小学校等の周辺※において実施される市街地の防災性・安全性

の向上に資する事業 
 

⑤ 避難施設及び避難経路のバリアフリー化を図る事業（バリアフリー法に基づく移動等円滑

化促進方針又は基本構想に位置付けられた地区において実施される事業） 
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※ 地域防災計画で避難所として指定されている小学校等から概ね1㎞の範囲内の区域をいう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 盛土による災害防止のための調査を行う事業 

 

⑦ 大規模災害からの復興に関する法律に基づく特定大規模災害等を受けて実施される事業 

 （特定大規模災害等に指定された日の属する年度の翌年度から起算して５年以内に国に提出

される社会資本総合整備計画に基づく被災地における復興まちづくり総合支援事業に限

る） 
 

（宅地耐震化推進事業） 

⑧ 大規模盛土造成地の安全性の把握を行う事業 

 

 

 

 整備計画の目標例 

 地震時等に著しく危険な密集市街地である○○地区におけ

る不燃領域率を○％に向上させる 

 津波避難タワー等整備により、津波から逃げられない人数を

ゼロにする 

○○小学校の周辺における（公園施設の老朽化対策又は通学

路の安全対策による）子どもの事故件数の減少 

 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 著しく危険な密集市街地の面積の解消率 

   77%（令和6）→100%（令和12） 

    

 

 整備計画の目標例 

 安全性が確認された大規模盛土造成地数の増加 

 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

大規模盛土造成地を有する市区町村（全国約1,000市区町村）におけ

る安全性把握調査完了率 

R5年度 10.9％  → R12年度 65.9％ 
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⑨ 液状化による災害防止のために必要な変動予測調査及び対策工事に関する事業 

 

（盛土緊急対策事業） 

⑩ 盛土による災害防止のために必要な安全性把握調査及び対策工事に関する事業 

 

（都市再生区画整理事業） 

⑪ 地震時等に著しく危険な密集市街地※１において実施され、かつ老朽化建築物の多い地域等
※２の改善促進に資する事業 

 

（市街地再開発事業等） 

⑫ 地震時等に著しく危険な密集市街地等※１において実施され、かつ建築工事に着工している

等※３、事業効果の発現が早期に期待される事業 
 

上記⑨及び⑩における注釈については以下のとおり。 

※１ 住生活基本計画（全国計画）に定められる「地震時等に著しく危険な密集市街地」 

※２ 老朽住宅棟数密度及び建築物棟数密度が高い地区をいう。 

※３ 当該年度に建築工事に着工することが確実と見込まれること。 

 

 

 

 整備計画の目標例 

地震時等において危険な密集市街地等の改善面積の増加 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 著しく危険な密集市街地の面積の解消率 

  77%（令和6）→100%（令和12） 
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（都市・地域交通戦略推進事業） 

⑬ 立地適正化計画を作成、又は確実に作成が見込まれる地域において実施され、かつ同計画に

位置付けられた公共交通ネットワークの再構築を行う公共交通に係る事業 
 

⑭ 複数事業者による複数の鉄道路線(軌道を含む)が乗り入れる拠点駅における交通結節点整

備に係る事業 

 

⑮ 歩行空間のユニバーサルデザイン化に関連する事業（バリアフリー法に基づく移動等円滑

化促進方針又は基本構想に基づくもの） 

 

⑯ 大規模災害からの復興に関する法律に基づく特定大規模災害等を受けて実施される事業 

 （特定大規模災害等に指定された日の属する年度の翌年度から起算して５年以内に国に提出

される社会資本総合整備計画に基づく事業に限る） 

 

⑰ 立地適正化計画（又は都市・地域総合交通戦略）及び地域公共交通計画において、都市の骨

格となる公共交通軸を位置付け、その機能強化（公共交通分担率やサービスレベルの向上等）

を目的として実施する事業 
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１４ 都市水環境整備事業（統合河川環境整備事業等） 

 社会資本整備総合交付金における統合河川環境整備事業及び総合流域防災事業のうち、統合河川環境整備事業の要件に該

当する河川環境整備事業においては、地域活性化を推進するとの考えの下、以下の事業に特化して策定される整備計画に対し

て重点配分を行うこととする。 

【社会資本整備総合交付金】 

① 多様な主体と連携し、観光地の魅力向上や地域の賑わい創出に資する水辺整備事業及び水

環境改善事業 
 

② 多様な主体と連携し、流域における生態系ネットワークの形成に取り組んでいる自然再生

事業 
 

（注）なお①のうち、民間事業者と緊密に連携する水辺整備事業については特に重点配分を行うこととする。 

 

 

 

 

  

 整備計画の目標例 

・水辺空間の利用者数の増加 

・水質の改善効果（BOD・COD等） 

・生物の生息・生育・繁殖の場について 

保全・再生・創出した面積等 

 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

・流域環境の保全・創出のために、河川管理者と連携・協働して行う民
間事業者等の数 
R5年度 523団体 → R12年度 600団体 

・魅力ある水辺空間の創出を行った箇所数 
R6年度 286箇所 → R12年度 350箇所 
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１５ 地域住宅計画に基づく事業 

社会資本整備総合交付金においては、地域の実情に応じ、適切な質の住宅の供給に資する事業に特化する考えの下、以下の

事業に特化して策定される整備計画に対して重点配分を行うこととする。 

【社会資本整備総合交付金】 

① 公的賃貸住宅団地における地域拠点施設の併設 

原則として100戸以上の規模の公的賃貸住宅団地に、住宅の整備に合わせて、高齢者施設、

障害者施設、子育て支援施設等の福祉施設が併設されるもの 
 

 

 

 

 

 

② ＰＰＰ／ＰＦＩ等の事業手法による民間投資の誘発を促進する事業 

 

③ 公営住宅及び改良住宅の断熱改修、再生可能エネルギー導入改善事業 

 

 

 

  

 整備計画の目標例 

 住生活の安心を支えるサービスと連携した住宅セーフティ

ネットの確保（高齢者施設、障害者施設、子育て支援施設等

を併設している100戸以上の規模の公的賃貸住宅団地の割合

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 公的賃貸住宅団地（100 戸以上）における地域拠点施設併設率 

（公的賃貸住宅団地） R元年度 29％ →R12年度 おおむね４割 

 

 整備計画の目標例 

 公営住宅及び改良住宅の省エネルギー化の推進 

 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 省エネ基準に適合する住宅ストックの割合 

H25年度 6％ → R12年度 30％ 
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防災・安全交付金においては、地域の生活空間の安全確保に資する事業に特化する考えの下、以下の事業に特化して策定

される整備計画に対して重点配分を行うこととする。 

【防災・安全交付金】 

① 公営住宅及び改良住宅の耐震改修（耐震診断を含む）事業 
 

② 耐震性のない公営住宅及び改良住宅の建替事業 
 
（注）上記①及び②のうち、以下を満たすものとする。  

「インフラ長寿命化基本計画」に定められた個別施設計画の記載事項（以下の①～⑥）が記載されていること。 

①対象施設、②計画期間、③対策の優先順位の考え方、④個別施設の状態等、⑤対策内容と実施時期、⑥対策費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 特に老朽化した高経年の公営住宅及び改良住宅の建替事業 
 

④ 国土強靱化地域計画に明記された事業 

  

 整備計画の目標例 

 公営住宅及び改良住宅の耐震化の推進（公営住宅の耐震化

率、改良住宅の耐震化率の増加） 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

・居住世帯のある住宅のストック総数のうち、大規模地震時に倒壊等しな

いよう耐震性が確保されているものの割合（住宅の耐震化率） 

R5年 90％ → R12年 95% 
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１６ 住環境整備事業 

社会資本整備総合交付金においては、地域の実情に応じ、適切な質の住宅の供給に資する事業に特化する考えの下、以下の

事業に特化して策定される整備計画に対して重点配分を行うこととする。 

【社会資本整備総合交付金】 

① 立地適正化計画を作成、又は確実に作成が見込まれる地域において実施され、かつ立地適正

化計画に適合する事業 
 

 

 

 

 

② 一定のサービス水準を有する公共交通がカバーするエリアにおいて実施され、かつ建築工

事に着工している等、事業効果の発現が早期に期待できる事業 
 

 

 

 

 

 

 

  

 整備計画の目標例 

 居住誘導区域内に居住する人口比率の改善（居住誘導区域内

に居住する人口比率の増加） 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 立地適正化計画を策定した市町村数 

R6年度  636都市 → R12年度 1000都市 

 

 整備計画の目標例 

 公共交通の利便性の高いエリアの居住人口の増加・維持（公

共交通の利便性の高いエリアに居住している人口割合の増

加） 

 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

 公共交通の利便性の高いエリアに居住している人口割合 

（三大都市圏 ：R6年度 92.0% → R12年度 92.9%） 

（地方中枢都市圏 ：R6年度 78.4% → R12年度 78.4%） 

（地方都市圏 ：R6年度 37.9% → R12年度 37.9%） 
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防災・安全交付金においては、地域の生活空間の安全確保に資する事業に特化する考えの下、以下の事業に特化して策定さ

れる整備計画に対して重点配分を行うこととする。 

【防災・安全交付金】 

① 地震時等に著しく危険な密集市街地における防災性の向上に資する事業 
 

 

 
 

 

 

② 流域治水プロジェクトに即して実施する浸水被害を軽減するための事業 
 

③ 国土強靱化地域計画に明記された事業 

 
  

整備計画の目標例 

地震時等に著しく危険な密集市街地の解消（地震時等に著

しく危険な密集市街地の面積の解消率の増加） 

 

（参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

著しく危険な密集市街地の面積の解消率 

令和6年度 77％ → 令和12年度 100％ 
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１７ 地域公共交通再構築事業 

社会資本整備総合交付金における地域公共交通再構築事業においては、地域づくりの一環として、利便性、持続可能性及び

生産性の高い地域公共交通ネットワークへの再構築を実現するという考えの下、以下の事業に特化して策定される整備計画

に対して重点配分を行うこととする。 

【社会資本整備総合交付金】 

① 立地適正化計画を作成、又は確実に作成が見込まれる地域において実施され、かつ同計画に

位置付けられた公共交通ネットワークの再構築に係る事業 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

整備計画の目標例 

・当該地域公共交通の年間利用者数 

・当該地域公共交通の事業収支 

・当該地域公共交通に対する国または地方公共団体の支出額 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

・地域公共交通特定事業の策定件数 

   140件（令和7年度） → 300件（令和12年度） 
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配分に当たっての事業横断的な配慮事項 

＜特に配分に当たって配慮すべき優先課題＞ 
「令和８年度予算編成の基本方針」（令和７年１２月９日閣議決定）及び「経済財政運営と改革の基本方針 
2025」（令和７年６月１３日閣議決定）を踏まえ、以下の課題については、特に配分に当たって配慮する。 
 
○ デジタル技術を活用しつつ、ハード対策とソフト対策の両面からの総合的な防災・減災、国土強靱化の

取組を含む整備計画である場合には、防災・安全交付金の配分に当たって、特に配慮する。 
 
○ 新技術の活用によるインフラメンテナンスの高度化・効率化を図る取組を含む整備計画である場合には、

防災・安全交付金の配分に当たって、特に配慮する。 
 
○ まちづくり施策と地域公共交通対策が相互に連携し、両者を一体として行う取組を含み、かつ、立地適

正化計画と整合して居住誘導区域および都市機能誘導区域に関連する事業のみ位置付けられている整備計
画である場合には、社会資本整備総合交付金の配分に当たって、特に配慮する。 

 
○ 2050 年カーボンニュートラルを見据えた、先進的な脱炭素に向けた取組を含む整備計画である場合には、

社会資本整備総合交付金の配分に当たって、特に配慮する。 
 
○ 令和６年能登半島地震等の教訓を踏まえ、全国で特に重点的に講ずべき取組を含む整備計画である場合

には、社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金の配分に当たって、特に配慮する。 
 
○ 広域的なまちづくりを見据え、地方公共団体の定める個別施設計画において、各施設の優先度または優

先順位を明記しており、かつ、それらを決定するにあたって、まちづくり計画*との連携を考慮している地
方公共団体が行う、老朽化対策に資する取組を含む整備計画である場合には、社会資本整備総合交付金及
び防災・安全交付金の配分に当たって、特に配慮する。  *立地適正化計画、広域マスタープラン、都道府県・市町村マスタープラン 

 
○ 『地域インフラ群再生戦略マネジメント』の実施方針を公表している地方公共団体が、実施方針で対象

範囲としているインフラ分野において実施する、老朽化対策に資する取組を含む整備計画である場合には、
社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金の配分に当たって、特に配慮する。  



 

47 

 

＜上記以外の配分に当たっての事業横断的な配慮事項＞ 
 優先課題以外に、以下の事業については、交付金の配分に当たって一定程度配慮する。 
 
○ ストック効果の最大化を図る観点から、 

・ 事業完了が目前で、あとわずかな投資で大きな経済効果が発揮される事業 

・ 経済成長の実現や国際競争力の強化に向けて、民間投資との相乗効果をもたらし、大きな経済効果が

発揮される事業 

・ インフラのハード面の機能とソフト施策を効果的に組み合わせた取組や、施策・事業間や地域間の連

携を図る取組であって、かつ、地域の住民など多様な関係者の参画を得て整備・利活用することが明確

に計画されている取組等、第６次社会資本整備重点計画（令和８年１月１６日閣議決定）に掲げる「イ

ンフラマネジメント」の発想を取り入れた先進的な取組 

  （参考例） 

   ＊あらゆる関係者が協働してハード・ソフト対策に取り組む「流域治水」 

   ＊「道の駅」第３ステージで掲げるまちぐるみの戦略的な取組 

   ＊道路・河川・公園等のインフラが有する公共空間を利活用し、地域活性化や賑わいの創出等につ

なげる取組 

を含む整備計画である場合には社会資本整備総合交付金の配分に当たって一定程度配慮する。 
 

○ ＰＰＰ／ＰＦＩの活用を図る観点から、 

・ ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプランの重点分野において、公共施設等運営事業など民間の経営ノウ

ハウを導入し、施設のポテンシャルを最大限活かす事業 

・ 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」第６条の規定による民間提案制

度を活用する事業 

を含む整備計画である場合には社会資本整備総合交付金の配分に当たって一定程度配慮する。 
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○ 国土強靱化等の取組により国民の安全・安心の確保を推進する観点から、 

・ 頻発する風水害・土砂災害や大規模地震・津波に対する総合的な防災・減災対策 

・ インフラ長寿命化計画を踏まえた総合的な老朽化対策等 

を緊急に進める横串・大括り化した総合的な整備計画である場合には、防災・安全交付金の配分に当たっ

て一定程度配慮する。 
 

○ 国土強靱化地域計画に基づき実施される事業を含む整備計画である場合には防災・安全交付金の配分に

当たって一定程度配慮することとし、中でも国土強靱化地域計画の KPI（重要業績指標）の達成に寄与す

る事業について、配慮することとする。また、地域再生法に基づく認定を受けた地域再生計画 (※)又は流域

水循環計画に基づき実施される事業を含む整備計画である場合には社会資本整備総合交付金及び防災・安

全交付金の配分に当たって一定程度配慮する。 
※地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）を活用した寄附を充当する事業を含む 

 

○ １級河川または２級河川の水系において、複数の地方公共団体が協働して事業横断的に取り組む「流域

治水総合整備計画」及び「流域水害対策計画」がある場合には、防災・安全交付金の配分に当たって一定

程度配慮する。 

 

 


